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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第86期
第３四半期
連結累計期間

第86期
第３四半期
連結会計期間

第85期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 45,972,449 14,225,858 63,389,580

経常利益 (千円) 3,997,405 851,950 7,183,046

四半期(当期)純利益 (千円) 2,436,027 488,431 4,297,535

純資産額 (千円) - 59,849,968 61,124,548

総資産額 (千円) - 79,308,031 85,885,918

１株当たり純資産額 (円) - 1,883.45 1,901.96

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 79.53 15.97 139.17

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) - - -

自己資本比率 (％) - 72.53 67.94

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,429,325 - 4,279,725

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,089,754 - △2,385,953

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,554,769 - 810,921

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) - 12,083,539 13,617,537

従業員数 (名) - 1,810 1,784

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

　　しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 1,810

(注)　　 従業員数は就業人員（連結会社外への出向者を除き連結会社外からの出向者を含んでおります。また、嘱託およ

び契約社員を含んでおります。）であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 861

(注) 　　従業員数は就業人員（他社への出向者を除き他社からの出向者を含んでおります。また、嘱託および契約社員を

含んでおります。）であります。

　

　

EDINET提出書類

名港海運株式会社(E04328)

四半期報告書

 3/27



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。
　
(2) 受注実績

該当事項はありません。
　
(3) 売上実績

当第３四半期連結会計期間における売上実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円)

港湾運送およびその関連事業 12,418,297

倉庫・賃貸事業 1,807,560

合計 14,225,858

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。
　

（１）経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、米

国の巨大な信用バブルの崩壊によってもたらされた、世界的な金融危機と不況が予想以上に国内経済に

波及し、景気は急速に後退局面を向かえております。

　このような環境のなかで、当社グループが営業の基盤を置く名古屋港の港湾貨物は、輸入貨物におきま

しては堅調に推移しておりますが、主力の輸出貨物におきましては、世界不況を背景に、大幅に減少して

おります。

　当社グループといたしましては、主力の輸出貨物は、外需の不振が影響し、取扱が大幅に減少となりまし

た。一方、輸入貨物は、非鉄金属および住宅建材などの取扱が増加となりましたが、主力のとうもろこしお

よび雑貨などの取扱は減少となりました。

　また、事業・部門別の取扱といたしましては、すべての事業・部門で減少となりました。

　これらの結果、当第３四半期の当社グループの連結売上高は142億25百万円、営業利益は５億41百万円、

経常利益は８億51百万円、四半期純利益は４億88百万円となりました。
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事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①港湾運送およびその関連事業

（港湾運送部門）

当部門は、輸出貨物の取扱の減少が影響し、船内作業および沿岸作業ともに減少となりました。

　売上高といたしましては、84億68百万円となりました。

（陸上運送部門）

当部門は、輸出貨物のコンテナ輸送および国内貨物輸送が減少となりました。

　売上高といたしましては、23億48百万円となりました。

（航空貨物運送部門）

当部門は、燃油サーチャージの高騰や、航空会社のセントレアからの撤退、減便の影響を受け、輸出入貨

物ともに大幅な減少となりました。

売上高といたしましては、７億14百万円となりました。

（その他の部門）

当部門は、梱包作業料をはじめ、すべての作業料が減少となりました。

　売上高といたしましては、８億86百万円となりました。

これらの結果、港湾運送およびその関連事業の売上高は、124億18万円となり、営業利益は５億22百万円

となりました。

②倉庫・賃貸事業

当倉庫事業は、国内保管貨物のうち、輸入貨物は住宅建材はじめ食品などが堅調であり、取扱が増加と

なりました。一方、輸出貨物は滞貨傾向となり、取扱が減少となりました。また、海外倉庫保管貨物におい

ても、取扱が減少となりました。

　一方、賃貸事業につきましては、増収となりました。

この結果、倉庫・賃貸事業の売上高は18億７百万円となり、営業利益は18百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

主力の輸出貨物が大幅に減少したことにより、すべての事業・部門において取扱が減少となりました。

　この結果、日本における売上高は129億57百万円、営業利益は５億35百万円となりました。

②北米（米国）

米国経済の景気後退による消費落ち込みが、主要取扱貨物である輸送機器の荷動きに反映したことに

より、倉庫関連および海上貨物の取扱が減少し、減収となりました。一方、航空貨物の取扱は比較的堅調に

推移しました。

　この結果、北米における売上高は７億98百万円、営業利益は15百万円となりました。

③ヨーロッパ（ベルギー・ドイツ）

欧州経済は景気悪化の兆しが見えるなかで、主要取扱貨物である自動車部品および工作機械の取扱が

減少したことにくわえ、バケーションシーズンの影響により貨物の取扱が低迷したことにより、減収とな

りました。

　この結果、ヨーロッパにおける売上高は４億70百万円、営業損失は14百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、793億８百万円となり、負債は194億58百万円となりま

した。純資産は598億49百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間の連結キャッシュ・フローは、営業活動のキャッシュ・フローの収入、投資

活動のキャッシュ・フローの支出、財務活動のキャッシュ・フローの支出、これに現金及び現金同等物に

係る換算差額（１億18百万円の減少）があり、全体で11億２百万円の減少となり、現金及び現金同等物の

四半期末残高は120億83百万円となりました。

　
　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間の営業活動から得られたキャッシュ・フローは、４億２百万円となりまし

た。これは、税金等調整前四半期純利益６億88百万円が反映され、さらに減価償却費が６億89百万円あっ

た一方で、法人税等の支払額が11億19百万円あったことが主な要因であります。

　
　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間の投資活動により支出されたキャッシュ・フローは、10億27百万円となり

ました。これは、有形固定資産の取得による支出が９億８百万円あったことが主な要因であります。

　
　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間の財務活動により支出されたキャッシュ・フローは、３億58百万円となり

ました。これは、配当金の支払額が３億５百万円あったことが主な要因であります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

特記すべき事項はありません。

　

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、内外の情勢からみて大変厳しいものと認識しております。特に輸

出貨物の大幅な減少により、収益力の低下が予想されます。

　当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、取扱貨物量の確保とともに、倉庫などの有効

的活用をはじめとする、物流の合理化・省力化などを推進し、諸経費の節減を努めることにより、企業収

益の安定化を図る所存です。

　

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、事業における、経済状況・海外事業・自然災害・法令遵守・情報漏洩などの

諸リスクや、当社グループが営んでいる陸・海・空にわたる総合物流業務が、公共的使命であることを認

識し、常にサービスの向上に努めております。

　当社グループといたしましては、今後におきましても、適正な利潤の確保と会社の安定、成長をはかり、

すべてのステークホルダーに報い、あわせて、名古屋港全体の発展に寄与する所存であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりであ

ります。

　

会社名
事業所名　　　　　　　　　　　
　（所在地）

事業の種類別　
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額（千
円） 資金調達

方法
着手年
月

完了予
定年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

提出会社
第一新川物流セン
ター(名古屋市港区)

倉庫・賃貸 倉庫 1,600,000─ 自己資金
平成21
年３月

平成22
年３月

13,799㎡

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

なお、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 33,006,20433,006,204
名古屋証券取引所　
市場第二部

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 33,006,20433,006,204― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数　
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

─ 33,006,204─ 2,350,704─ 1,273,431
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(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ─

議決権制限株式(その他) ― ― ─

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式
2,107,000

― ─

（相互保有株式）
  普通株式
  371,000

― ─

完全議決権株式(その他)
普通株式
30,225,000

30,224 ─

単元未満株式 普通株式 303,204 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 33,006,204― ―

総株主の議決権 ― 30,224 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株が含まれております

が、議決権の数の欄には、同機構名義の1個は含めておりません。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

名港海運株式会社
名古屋市港区入船　　　二丁
目４番６号

2,107,000─ 2,107,0006.38

自己保有株式計 ― 2,107,000─ 2,107,0006.38

名海運輸作業株式会社
名古屋市港区西倉町　　１
番54号

217,000─ 217,000 0.65

ナゴヤシッピング株式会社
名古屋市港区入船　　　二丁
目４番６号

67,000─ 67,000 0.20

山本運輸株式会社
名古屋市港区入船　　　二丁
目２番28号

44,000─ 44,000 0.13

大源海運株式会社
弥富市楠　　　　　　　三丁目９
番３号

43,000─ 43,000 0.13

相互保有株式計 ― 371,000─ 371,000 1.12

計 ― 2,478,000─ 2,478,0007.50
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

最高(円) 1,1711,1801,070 1,075 1,055 1,030 870 790 738

最低(円) 1,0701,0391,030 1,038 980 1,000 780 738 609

(注)株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
（物流センター統括部長）

取締役
（輸入第１部長）

木内　篤 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,194,785 13,699,150

受取手形及び売掛金 ※３
 10,494,997 12,058,131

有価証券 118,753 118,386

繰延税金資産 597,158 1,019,232

その他 3,366,752 2,869,341

貸倒引当金 △35,747 △70,632

流動資産合計 26,736,700 29,693,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 33,364,509 33,019,609

減価償却累計額 △19,455,835 △18,486,889

建物及び構築物（純額） 13,908,673 14,532,720

機械装置及び運搬具 11,380,020 10,961,075

減価償却累計額 △9,353,989 △8,934,854

機械装置及び運搬具（純額） 2,026,031 2,026,221

土地 18,767,241 18,791,127

建設仮勘定 668,819 315,000

その他 1,152,196 1,266,190

減価償却累計額 △885,007 △981,880

その他（純額） 267,188 284,309

有形固定資産合計 35,637,955 35,949,378

無形固定資産 902,402 703,567

投資その他の資産

投資有価証券 11,367,978 15,317,174

長期貸付金 1,794,538 1,843,407

繰延税金資産 1,209,747 791,046

その他 1,894,927 1,827,766

貸倒引当金 △236,218 △240,033

投資その他の資産合計 16,030,973 19,539,362

固定資産合計 52,571,330 56,192,308

資産合計 79,308,031 85,885,918
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,787,801 4,377,114

短期借入金 2,400,000 3,200,000

未払法人税等 － 1,221,320

賞与引当金 687,468 1,551,242

その他 2,151,051 2,012,847

流動負債合計 9,026,320 12,362,524

固定負債

繰延税金負債 12,478 1,146,300

退職給付引当金 4,605,674 4,665,434

役員退職慰労引当金 5,944 3,712

未払役員退職慰労金 833,100 907,575

負ののれん 4,892,710 5,568,390

その他 81,834 107,432

固定負債合計 10,431,742 12,398,845

負債合計 19,458,062 24,761,370

純資産の部

株主資本

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,562,703 1,573,539

利益剰余金 53,961,067 52,102,321

自己株式 △1,628,418 △1,545,833

株主資本合計 56,246,056 54,480,732

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,091,348 4,342,105

為替換算調整勘定 △816,502 △474,240

評価・換算差額等合計 1,274,845 3,867,864

少数株主持分 2,329,066 2,775,950

純資産合計 59,849,968 61,124,548

負債純資産合計 79,308,031 85,885,918
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 45,972,449

売上原価 35,874,251

売上総利益 10,098,198

販売費及び一般管理費 ※１
 7,411,305

営業利益 2,686,892

営業外収益

受取利息 88,461

受取配当金 315,793

負ののれん償却額 1,010,656

持分法による投資利益 45,439

その他 89,392

営業外収益合計 1,549,742

営業外費用

支払利息 16,176

為替差損 213,879

その他 9,174

営業外費用合計 239,229

経常利益 3,997,405

特別利益

固定資産売却益 13,230

特別利益合計 13,230

特別損失

固定資産除却損 7,310

固定資産売却損 3,164

減損損失 44,540

関係会社株式評価損 47,393

関係会社清算損 41,515

投資有価証券評価損 131,909

会員権評価損 2,914

特別損失合計 278,748

税金等調整前四半期純利益 3,731,887

法人税、住民税及び事業税 877,586

法人税等調整額 383,273

法人税等合計 1,260,859

少数株主利益 34,999

四半期純利益 2,436,027
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 14,225,858

売上原価 11,221,802

売上総利益 3,004,055

販売費及び一般管理費 ※１
 2,462,322

営業利益 541,733

営業外収益

受取利息 23,859

受取配当金 120,413

負ののれん償却額 343,693

持分法による投資利益 6,587

その他 18,528

営業外収益合計 513,083

営業外費用

支払利息 4,764

為替差損 196,726

その他 1,375

営業外費用合計 202,866

経常利益 851,950

特別利益

固定資産売却益 2,064

特別利益合計 2,064

特別損失

固定資産除却損 7,310

固定資産売却損 3,164

減損損失 44,540

関係会社清算損 3,573

投資有価証券評価損 103,811

会員権評価損 2,914

特別損失合計 165,315

税金等調整前四半期純利益 688,699

法人税、住民税及び事業税 △66,849

法人税等調整額 284,144

法人税等合計 217,294

少数株主損失（△） △17,026

四半期純利益 488,431
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,731,887

減価償却費 1,975,006

減損損失 44,540

負ののれん償却額 △1,010,656

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,875

賞与引当金の増減額（△は減少） △863,774

退職給付引当金の増減額（△は減少） △207,707

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,231

受取利息及び受取配当金 △404,254

支払利息 16,176

為替差損益（△は益） 233,783

投資有価証券評価損益（△は益） 131,909

関係会社株式評価損 47,393

関係会社清算損益（△は益） 41,515

持分法による投資損益（△は益） △45,439

有形固定資産売却損益（△は益） △10,065

売上債権の増減額（△は増加） 1,321,324

仕入債務の増減額（△は減少） △438,241

未収消費税等の増減額（△は増加） 98,000

その他 187,672

小計 4,822,427

利息及び配当金の受取額 422,520

利息の支払額 △16,176

役員退職慰労金の支払額 △74,475

法人税等の支払額 △2,724,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,429,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,000

有形固定資産の取得による支出 △1,818,891

有形固定資産の売却による収入 32,881

無形固定資産の取得による支出 △265,209

投資有価証券の取得による支出 △46,524

子会社株式の取得による支出 △16,097

貸付けによる支出 △61,225

貸付金の回収による収入 51,818

保険積立金の払戻による収入 50,000

その他 13,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,089,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △800,000

自己株式の純増減額（△は増加） △64,045

配当金の支払額 △611,505

少数株主への配当金の支払額 △79,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,554,769

現金及び現金同等物に係る換算差額 △318,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,533,997

現金及び現金同等物の期首残高 13,617,537

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 12,083,539
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

　会計処理基準に関する事項の変更

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱いの適用）

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成

における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適

用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)
　

記載すべき重要な事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)
　

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数につ

いては、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づ

く耐用年数に変更しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ

69,210千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　１　(偶発債務)

　連結子会社以外の会社の金融機関等からの借

入金に対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

飛島コンテナ埠頭㈱ 14,388,960千円

（上記保証は連帯保証によるものであり、契約

　上の自己負担額は791,392千円であります。）

 

　１　(偶発債務)

　連結子会社以外の会社の金融機関等からの借

入金に対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

飛島コンテナ埠頭㈱ 9,823,413千円

（上記保証は連帯保証によるものであり、契約

　上の自己負担額は540,287千円であります。）

 

　２　  受取手形裏書譲渡高 86,874千円

　

　２　 受取手形裏書譲渡高 80,990千円

　

※３　　 　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処理

しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融

機関の休日であったため、次の四半期連結会計

期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残

高に含まれております。

　　  受取手形 8,614千円

 

　３　　 　

─────────
 

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 2,927,398千円

賞与引当金繰入額 364,629

退職給付費用 237,160

減価償却費 175,777

貸倒引当金繰入額 18,134

 

　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 954,031千円

賞与引当金繰入額 364,629

退職給付費用 81,051

減価償却費 56,614

貸倒引当金繰入額 9,409

 

　

　

EDINET提出書類

名港海運株式会社(E04328)

四半期報告書

19/27



(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

※１　　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成20年12月31日現

在）

　現金及び預金勘定 12,194,785千円

　有価証券勘定に含まれる
　MMF等

118,753

　計 12,313,539千円

　預入期間が３ヶ月を超える定期
　預金・定期積立

△230,000

　現金及び現金同等物 12,083,539千円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間（自　平成

20年４月１日　至　平成20年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 33,006,204

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,465,962

　

　
　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 309,965 10.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月11日
取締役会

普通株式 利益剰余金 308,985 10.00平成20年９月30日 平成20年12月８日
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
港湾運送及び
その関連事業
(千円)

倉庫・賃貸事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

　　売上高

　　(1) 外部顧客に対する売上高 12,418,2971,807,56014,225,858 - 14,225,858

　　(2) セグメント間の内部
　　　　売上高又は振替高

30,592 11,468 42,060 (42,060) -

　　計 12,448,8901,819,02814,267,918(42,060)14,225,858

　　営業利益 522,788 18,945 541,733 - 541,733

　

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
港湾運送及び
その関連事業
(千円)

倉庫・賃貸事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

　　売上高

　　(1) 外部顧客に対する売上高 40,363,6605,608,78945,972,449 - 45,972,449

　　(2) セグメント間の内部
　　　　売上高又は振替高

103,394 35,629 139,023(139,023) -

　　計 40,467,0545,644,41846,111,473(139,023)45,972,449

　　営業利益 2,467,241219,6502,686,892 - 2,686,892

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
２　各区分の主要事業
(1) 港湾運送及びその関連事業………港湾荷役業、陸上運送業、貨物利用運送業及びその他関連業
(2) 倉庫・賃貸事業……………………倉庫業及び施設賃貸業

３　追加情報
　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改
正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。
　これにより、当第３四半期連結累計期間の港湾運送及びその関連事業における営業利益が49,684千円増加
しております。また、倉庫・賃貸事業で営業利益が19,525千円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

日本
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

　　売上高

　　(1) 外部顧客に対する売上高 12,957,690798,159470,00714,225,858 - 14,225,858

　　(2) セグメント間の内部
　　　　売上高又は振替高

92,67890,10944,906227,694(227,694) -

　　計 13,050,369888,269514,91314,453,552(227,694)14,225,858

　　営業利益又は営業損失（△） 535,43515,531△14,678536,2885,445541,733

　

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

日本
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

　　売上高

　　(1) 外部顧客に対する売上高 41,139,7252,519,4972,313,22745,972,449 - 45,972,449

　　(2) セグメント間の内部
　　　　売上高又は振替高

381,048396,395192,853970,297(970,297) -

　　計 41,520,7732,915,8922,506,08046,942,747(970,297)45,972,449

　　営業利益 2,553,93697,89123,6882,675,51611,3752,686,892

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………米国

(2) ヨーロッパ………ベルギー、ドイツ
３　追加情報
　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改
正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。
　これにより、当第３四半期連結累計期間の日本における営業利益が69,210千円増加しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 803,702 478,060 69,256 1,351,019

Ⅱ　連結売上高(千円) - - - 14,225,858

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

5.6 3.4 0.5 9.5

　

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
　

北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 2,533,4382,348,833 191,088 5,073,359

Ⅱ　連結売上高(千円) - - - 45,972,449

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

5.5 5.1 0.4 11.0

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　 ２　各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　 　(1) 北米……………米国、カナダ

　　   (2) ヨーロッパ……ベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、ポーランド

　　 　(3) その他の地域…シンガポール、タイ、中国

　　 ３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)

　

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、か

つ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分 取得原価(千円)
四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

①株式 4,800,138 8,726,469 3,926,330

②債券 - - -

③その他 - - -

計 4,800,138 8,726,469 3,926,330

(注) １　その他有価証券で時価のあるもののうち、当第３四半期連結会計期間末において131,909千円の減損処理を
行っております。当該減損処理に伴い、「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額を記載しております。

　　 ２　当社及び連結子会社保有の時価のある有価証券（その他有価証券及び満期保有債券）の減損処理に当たって

は、時価が帳簿価額より50%下回った場合又は投資先が債務超過に陥った場合、又は時価が２期連続して帳
簿価額の30%を下回った場合に行っております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,883.45円 1,901.96円

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 79.53円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

　(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

  ２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 2,436,027

普通株式に係る四半期純利益(千円) 2,436,027

普通株式の期中平均株式数(千株) 30,629

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 15.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

　(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

  ２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 488,431

普通株式に係る四半期純利益(千円) 488,431

普通株式の期中平均株式数(千株) 30,579

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

　

 第86期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月11日開催の

取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。

　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　308,985千円

　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　 　　10円00銭

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　 平成20年12月８日　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

名港海運株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　松　井　夏　樹　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　内　山　隆　夫　　㊞

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている名港

海運株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、名港海運株式会社及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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